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明
末
、

嘉
興
府
嘉
差
口
県
に
お
け
る
救
荒
に
つ
い
て

藤

田

佳

美

iま

じ

め

天
候
不
順
に
よ
る
水
害
、
皐
害
、
蛙
害
な
ど
の
自
然
災
害
は
、
農
業
生
産
を
減
少
さ
せ
、
食
糧
不
足
即
ち
飢
鐘
を
生
み
出
す
。
飢
鐘

が
原
因
と
な
る
流
民
の
発
生
、
疫
病
の
慢
延
、
そ
の
た
め
の
人
口
の
減
少
な
ど
は
、
社
会
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
ゆ
え

（

1
）
 

救
荒
乃
至
は
荒
政
と
呼
ば
れ
る
飢
僅
対
策
は
、
明
代
の
為
政
者
達
に
と
っ
て
重
大
な
関
心
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
飢
僅
に

対
す
る
救
荒
の
功
拙
如
何
が
、
被
害
の
規
模
や
範
囲
を
大
き
く
左
右
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
代
の
救
荒
の
具
体
像
に

つ
い
て
は
、
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

そ
こ
で
ま
ず
最
初
に
、
明
朝
の
救
荒
策
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
。
明
朝
は
、
洪
武
十
八
年
（
一
三
八
五
）
に
地
方
の
被
災
を
地

方
官
が
中
央
に
報
告
し
な
い
場
合
に
は
、
者
民
が
訴
え
出
る
こ
と
を
許
し
、
同
二
十
六
年
（
一
三
九
三
）
被
災
地
の
地
方
官
に
被
災
状

（

2
）

・

況
を
調
査
し
、
戸
部
に
報
告
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
調
査
、
報
告
の
責
任
は
、
主
に
按
察
使
が
負
っ
た
。
こ
の
報
告
を
受
け
る
と
、

王
朝
は
官
を
派
遣
し
て
被
災
状
況
を
再
調
査
し
、
対
策
と
し
て
税
糧
の
免
除
、
米
か
ら
布
や
絹
へ
の
折
徴
を
行
っ
た
。
こ
の
免
除
の
割
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（

3
）
 

合
は
被
災
の
度
合
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
同
時
に
被
災
地
の
農
民
に
米
や
銭
な
ど
を
支
給
し
て
救
済
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
中

央
か
ら
の
内
帯
金
や
、
地
方
官
街
に
留
め
置
か
れ
て
い
た
穀
物
が
あ
て
ら
れ
た
。
正
統
年
間
（
一
四
三
五
｜
四
九
）
に
な
る
と
、
購
罪

米
を
賑
済
に
ま
わ
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
さ
ら
に
、
米
穀
掲
納
者
に
は
量
に
応
じ
て
官
位
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
政
策
に
よ
り
、
賑

（

4
）
 

済
用
米
穀
の
確
保
が
は
か
ら
れ
た
。
こ
の
他
に
売
ら
れ
た
子
女
を
収
賄
し
、
皇
荘
の
湖
泊
の
禁
を
弛
め
て
一
般
に
解
放
し
、
ま
た
捨
子

（

5
）
 

の
収
養
に
も
意
を
用
い
た
。
他
方
、
流
民
に
対
し
て
は
、
官
舎
を
建
て
た
り
、
故
郷
に
帰
る
た
め
の
旅
費
を
与
え
た
り
し
た
。

一
方
、
飢
謹
に
備
え
る
救
荒
用
穀
物
の
備
蓄
策
と
し
て
建
設
さ
れ
た
の
が
預
備
倉
で
あ
っ
た
。
預
備
倉
に
つ
い
て
は
、
清
水
泰
次
氏
、

（

6
）
 

星
斌
夫
氏
の
研
究
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
預
備
倉
は
洪
武
二
十
年
代
に
全
国
の
か
な
り
の
地
域
に
建
て
ら
れ
、

一
県
に
四
倉
、
ず
つ

設
け
ら
れ
た
。
資
本
は
官
銀
に
よ
る
こ
と
が
原
別
で
あ
っ
た
が
、
穀
物
の
買
い
入
れ
、
実
際
の
管
理
、
運
営
に
は
里
老
人
が
大
き
く
関

わ
っ
て
い
た
。
た
だ
し
こ
の
預
備
倉
は
永
楽
年
間
に
は
機
能
が
廃
弛
し
、
正
統
五
年
（
一
四
四

O
）
に
再
び
制
度
の
建
て
直
し
が
計
ら

つ
い
で
弘
治
年
間
（
一
四
八
七
l
一
五

O
五
）
に
は
貯
蓄
す
べ
き
穀
物
の
量
が
定
め
ら
れ
る
な
ど
、
中
央
の
管
理
強
化
が
行
わ

（

7
）
 

れ
た
が
、
後
に
な
る
と
多
く
の
場
合
、
購
罪
米
や
富
民
の
指
納
米
に
よ
っ
て
倉
穀
を
確
保
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
預
備
倉
は

れ
た
。

嘉
靖
年
間
（
一
五
二
一

l
六
六
）
頃
ま
で
に
は
、
多
く
が
衰
廃
し
、
か
わ
っ
て
社
倉
、
常
平
倉
、
義
倉
が
救
済
用
穀
物
備
蓄
施
設
と
し

て
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
社
倉
は
万
暦
年
間
（
一
五
七
二
！
一
六
二

O
）
以
降
広
く
全
国
に
建
て
ら
れ
、
備
蓄
用
施
設
の

中
核
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
に
い
た
っ
た
。

（

8
）
 

明
末
の
救
荒
に
つ
い
て
は
、
森
正
夫
氏
の
「
十
六
｜
十
八
世
紀
に
お
け
る
荒
政
と
地
主
佃
戸
関
係
L

の
研
究
が
あ
り
、
長
江
下
流
デ

ル
タ
地
域
の
荒
政
に
つ
い
て
論
U
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
郷
紳
や
地
方
官
に
よ
る
救
荒
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
な
お

研
究
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
明
末
に
漸
江
省
の
一
地
方
に
お
い
て
実
際
に
救
荒
に
た
ず
さ
わ
っ
た
陳
龍
正



と
い
う
一
郷
紳
に
着
目
し
、
彼
の
行
っ
た
救
荒
に
関
す
る
記
録
を
取
り
上
げ
、
救
荒
の
具
体
的
あ
り
方
を
見
て
み
た
い
。

二
、
陳
龍
正
の
経
歴

陳
龍
正
は
、
万
暦
十
三
年
（
一
五
八
五
）
漸
江
省
嘉
輿
府
嘉
善
県
に
父
棟
子
王
の
第
二
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
陳
家
は
代
々
嘉
善
県

明末、嘉輿府嘉善県における救荒について

青
山
郷
に
住
み
、
名
望
家
と
い
う
程
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
祖
父
も
飢
鐘
の
際
に
は
貸
米
返
済
の
猶
与
を
行
う
と
い
っ
た
家

（
9
）

（

叩

）

柄
で
あ
っ
た
。
父
の
代
に
な
っ
て
初
め
て
官
僚
と
な
り
嘉
善
県
城
に
住
居
を
移
し
た
。
父
子
王
は
進
士
及
第
後
、
句
容
知
県
、
四
川
按

（日）

察
使
、
福
建
按
察
使
と
い
っ
た
地
方
官
を
歴
任
し
て
い
る
。
以
下
、
陳
龍
正
の
文
集
で
あ
る
『
幾
亭
全
書
』
付
録
「
陳
嗣
部
公
家
伝
」

（ロ）

を
基
礎
に
、
荒
木
見
悟
氏
、
溝
口
雄
三
氏
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
彼
の
事
蹟
を
年
表
に
ま
と
め
た
。

O
万
暦
十
三
年
（
一
五
八
五
）

れ
た
。

（日）

嘉
善
県
に
生
ま
れ
る
。
幼
年
時
代
に
は
、
湖
州
の
学
者
で
善
書
の
普
及
に
尽
く
し
た
哀
黄
に
才
能
を
認
め
ら

25 

O
万
暦
四
十
三
年
（
一
六
一
五
）
父
死
。
こ
の
頃
よ
り
学
問
に
志
し
、
同
郷
の
学
者
呉
志
遠
、
著
名
な
技
人
帰
有
光
の
子
で
あ
沼
帰
季
思
な

（

弘

）

（

日

」

ど
に
教
え
を
受
ぐ
。
ま
た
、
嘉
善
県
の
大
郷
紳
で
礼
部
尚
書
に
も
な
り
、
王
陽
明
の
弟
子
の
学
者
王
畿
の
門
弟
で
も
あ
っ
た
丁
賓
に
つ
き
、

陽
明
学
を
知
る
機
会
を
得
る
。
一
一
一
七
、
八
才
に
な
り
、
呉
志
遠
を
訪
ね
て
、
呉
と
親
交
の
あ
っ
た
東
林
党
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
無
錫
の
学

（凶）

者
高
挙
龍
に
教
え
を
受
け
る
機
会
を
得
る
。
さ
ら
に
四
十
才
の
と
き
に
無
錫
で
再
び
教
え
を
受
け
た
。

（口）

O
天
啓
五
年
（
一
六
二
五
）
官
官
貌
忠
賢
に
よ
り
東
林
党
禍
起
こ
る
。
こ
の
時
、
逮
捕
さ
れ
た
、
高
挙
穣
の
も
と
で
同
学
で
あ
っ
た
貌
大
中

を
送
っ
て
無
錫
に
行
く
。
間
も
な
く
高
挙
龍
、
息
子
の
義
父
の
呉
宗
建
逮
捕
さ
れ
、
呉
宗
建
を
送
っ
て
蘇
州
に
行
く
。
翌
年
高
挙
龍
自
殺
。

O
崇
頑
三
年
（
一
六
三

O
）
元
旦
、
鶏
鳴
を
聞
き
胸
中
砿
然
と
し
て
生
生
の
旨
を
悟
る
。
三
月
、
嘉
善
県
の
米
価
騰
貴
に
際
し
、
祖
先
が
長

く
住
み
陳
家
の
佃
戸
も
多
数
居
住
し
て
い
る
膏
五
区
の
貧
民
を
対
象
に
米
穀
給
与
を
行
う
。
ま
た
北
運
の
負
担
不
平
等
が
問
題
化
す
る
。



（時）

嘉
善
県
で
十
年
毎
の
一
掃
）
財
産
調
査
で
あ
る
造
情
に
あ
た
り
均
役
を
主
張
す
る
。
ま
た
貧
民
の
教
化
と
救
済
を

目
的
と
す
る
サ
ー
ク
ル
同
釜
口
会
を
嘉
義
口
県
に
設
置
す
る
。
ま
た
父
の
遺
訓
に
よ
り
義
荘
を
設
置
し
、
同
族
内
の
貧
民
救
済
を
行
う
。

進
士
合
格
。
殿
試
で
三
甲
の
末
で
あ
っ
た
た
め
、
三
年
間
郷
里
嘉
善
県
へ
帰
り
郷
村
活
動
を
活
発
に
行
う
。

ー

（

初

）

嘉
善
知
県
李
陳
玉
と
協
同
し
て
社
倉
建
設
を
推
進
す
る
。
ま
た
「
春
防
流
冠
事
宣
」
な
ど
を
著
わ
し
て
郷
村
防

26 

O
崇
頑
四
年
（
一
六
三
二

O
崇
頑
七
年
（
一
六
三
四
）

O
崇
頑
八
年
（
一
六
三
五
）

衛
を
主
張
す
る
。

O
崇
顧
九
年
（
一
六
三
六
）

O
崇
頑
十
年
（
一
六
三
七
）
中
書
舎
人
を
授
け
ら
れ
る
。

O
崇
頗
十
三
年
（
一
六
四
O
）
河
南
へ
公
用
で
行
き
、
華
北
各
地
で
大
飢
鐙
を
目
撃
す
る
。
八
月
、
嘉
善
県
へ
帰
り
、
郷
里
の
米
価
高
騰
に

対
し
て
一
郷
紳
と
し
て
、
県
内
の
郷
紳
や
布
商
人
、
新
安
商
人
の
質
屋
た
ち
に
平
鰹
（
米
の
安
値
売
り
出
し
）
を
勧
め
る
。

（幻）

O
崇
頑
十
四
年
（
一
六
四
二
嘉
釜
口
県
大
飢
鍾
。
銭
士
升
ら
県
内
の
郷
紳
ら
と
共
に
平
耀
を
行
う
。
他
に
留
米
（
備
蓄
用
穀
物
徴
収
）
な
ど

を
県
内
の
郷
紳
た
ち
に
提
案
。

上
尽

O
崇
頗
十
五
年
（
一
六
四
二
）
煮
粥
そ
の
他
の
貧
民
救
済
策
を
提
案
。
『
救
荒
策
舎
』
を
著
わ
す
。
天
子
の
命
令
に
よ
り
上
京
。

O
山
宗
根
十
七
年
（
一
六
四
四
）
帰
郷
。
二
一
月
、
北
京
陥
落
。
南
京
政
府
か
ら
礼
部
嗣
部
祭
司
員
外
郎
を
授
け
ら
れ
る
。

O
順
治
二
年
（
一
六
四
五
）

病
死
。

陳
龍
正
は
、
高
挙
龍
、
貌
大
中
、
銭
士
升
ら
の
著
名
な
東
林
党
の
人
々
と
関
係
が
深
く
、
と
く
に
同
郷
人
で
崇
顧
年
間
に
大
学
士
に

（忽）

な
る
銭
士
升
と
は
、
郷
村
で
の
活
動
の
際
に
は
頻
繁
に
連
絡
を
取
り
合
う
ほ
ど
の
間
柄
で
あ
っ
た
。
ま
た
紹
興
の
学
者
劉
宗
周
と
も
親

（お）

交
が
あ
り
、
思
想
上
共
通
点
が
多
か
っ
た
。
陳
龍
正
自
身
は
中
央
の
官
界
で
は
特
別
目
立
っ
た
活
躍
は
し
な
か
っ
た
が
、
東
林
列
伝
に

も
名
を
連
ね
、
東
林
党
の
人
士
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

陳
龍
正
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
荒
木
、
溝
口
両
氏
の
研
究
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
彼
は
三
十
代
に
入
り
学
聞
を
始
め
た
が
、
と
く



に
三
十
代
後
半
に
な
っ
て
高
挙
龍
へ
の
傾
倒
を
深
め
た
。
そ
し
て
高
挙
龍
の
思
想
の
影
響
を
強
く
受
け
、
彼
同
様
主
静
を
尊
重
し
た
。

王
陽
明
に
対
し
て
は
、
陳
龍
正
は
彼
の
功
績
を
賞
賛
し
、
『
陽
明
要
書
』
、
『
陽
明
先
生
保
甲
法
』
、
『
陽
明
先
生
郷
約
法
』
な
ど
の
著
作
を

著
わ
し
で
、
強
い
親
近
感
を
示
し
て
い
る
。
陽
明
の
思
想
に
関
し
て
も
、
人
心
覚
醒
の
威
力
の
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
抜
本
塞
源
論

に
つ
い
て
は
賛
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
、
高
挙
龍
を
は
じ
め
と
す
る
東
林
党
の
多
く
の
人
々
と
同
様
、
道
徳
自
体
を

明末、嘉典府嘉善県における救荒について

桂
桔
視
す
る
よ
う
な
風
潮
を
生
み
出
し
た
陽
明
学
の
左
傾
化
に
対
し
て
は
警
戒
を
示
し
た
。
陳
龍
正
は
、
王
陽
明
以
下
王
学
左
派
な
ど

の
主
張
す
る
無
普
無
悪
論
に
は
強
い
反
対
を
唱
え
、
こ
の
点
で
玉
陽
明
の
思
想
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
無
普
無
悪
派
の
唱
え

（

M
A
V
 

る
理
障
説
を
排
除
し
、
実
践
工
夫
に
つ
い
て
は
朱
子
学
的
格
物
を
重
視
し
た
c

さ
て
、
崇
顧
三
年
（
一
六
三

O
）
陳
龍
正
は
忽
然
と
し
て
生
生
の
旨
を
悟
り
、
生
命
尊
重
論
者
と
な
り
、
万
物
一
体
を
説
く
に
い
た

る
。
こ
れ
以
後
の
彼
の
郷
村
活
動
、
特
に
同
善
会
以
下
の
救
済
活
動
を
支
え
た
の
は
、
こ
の
生
生
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
陳
龍
正
に
と
っ

（お）

て
は
、
学
問
と
は
生
生
の
息
む
こ
と
の
な
い
心
を
完
う
す
る
目
的
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
心
を
保
つ
こ
と
は
、
飢
鐘
、

戦
乱
な
ど
に
よ
っ
て
人
々
の
生
活
が
荒
廃
し
て
い
る
時
に
、
門
を
閉
ざ
し
て
自
己
の
利
益
の
み
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
郷

里
の
問
題
に
心
を
動
か
し
、
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
た
。
ま
た
一
方
で
、
陳
龍
正
は
こ
の
考
え
に
よ
り
、
北
方
開
発
や
開
墾

（お）

な
ど
の
農
業
振
興
も
積
極
的
に
主
張
し
た
。

三
、
陳
龍
正
の
救
荒
の
実
際

陳
龍
正
の
居
住
し
て
い
た
嘉
善
県
の
属
す
る
嘉
輿
府
で
は
、
明
代
数
多
く
の
自
然
災
害
が
あ
っ
た
。
明
代
の
嘉
興
府
及
び
蘇
州
、
松
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江
、
湖
州
、
杭
州
各
府
に
わ
た
る
地
域
に
お
け
る
主
な
自
然
災
害
に
つ
い
て
は
別
表
の
通
り
で
あ
る
。

（
尚
、
こ
の
地
域
の
災
害
年
表
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に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
更
に
精
密
な
も
の
を
準
備
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
で
簡
略
化
し
た
J

こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
全
地

域
に
わ
た
る
大
災
害
は
、
永
楽
三
年
（
一
四
O
三
）
、
景
泰
五
、
六
年
（
一
四
五
四
、
五
）
、
弘
治
四
、
五
年
（
一
四
九
一
、
二
）
、
正
徳
四
、

五
年
（
一
五

O
九、

一
O
）
、
嘉
靖
元
、
二
年
（
一
五
二
二
、
三
）
、
同
二
十
三
｜
五
年
（
一
五
四
四
｜
六
）
、
万
暦
十
五
｜
七
年
（
一
五
八

七
ー
九
可
同
三
十
六
年
二
六

O
八
可
天
啓
四
年
（
一
六
二
四
）
、
崇
顧
十
三
l
五
年
（
一
六
回
O
i
一
一
）
な
ど
に
お
き
て
い
る
。
康
照

嘉
輿
府
志
巻
二
祥
異
に
よ
る
と
、
嘉
興
府
に
お
け
る
一
三
六
八
年
か
ら
一
六
四
四
年
ま
で
の
明
代
二
百
七
十
六
年
間
に
発
生
し
た
自
然

災
害
は
九
十
二
回
、
約
三
・
一
年
に
一
回
の
割
合
で
あ
る
。
災
害
の
種
類
の
内
分
け
は
水
害
が
五
十
八
回
、
日
干
害
が
二
十
三
回
、
韓
宝
口

十
回
、
風
害
九
回
で
、
七
対
三
の
割
合
で
水
害
が
多
い
。

一
県
の
中
で
も
鎮
市
周
辺
の
地
域
に
被
害
を
与
え
る
程
度
の
局
地
的
な
水
害

で
あ
れ
ば
、
殆
ん
ど
毎
年
の
よ
う
に
起
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
水
害
の
原
因
は
ほ
と
ん
ど
台
風
と
長
雨
（
集
中
豪
雨
或
は
長
び
い
た
梅

雨
な
ど
）
で
あ
る
。
ま
た
台
風
や
早
害
は
広
範
囲
に
わ
た
る
被
害
を
与
え
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
自
然
災
害
か
ら
受
け
る
被
害
は
、
地

形
に
も
左
右
さ
れ
る
。
嘉
善
一
県
で
も
地
形
的
に
北
部
は
低
く
、
南
部
は
高
い
の
で
、
災
害
の
種
類
は
異
な
り
、
北
部
は
水
害
を
、
南

（幻）

部
は
早
害
を
受
け
や
す
か
っ
た
。

十
七
世
紀
、
持
に
天
啓
か
ら
崇
顧
年
間
に
か
け
て
嘉
善
県
は
よ
り
頻
繁
に
災
害
に
み
ま
わ
れ
た
。
飢
鐘
の
原
因
は
、
天
災
と
人
災
の

双
方
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
水
利
施
設
の
充
実
は
災
害
の
発
生
と
被
害
の
大
小
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
嘉
益
口
県
の
災

（お）

害
の
増
加
は
、
陳
恒
力
氏
に
よ
れ
ば
水
利
施
設
の
弛
緩
が
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
預
備
倉
、
常
平
倉
な
ど
の
穀
物
備
蓄
施

設
が
衰
廃
し
て
機
能
を
失
っ
て
お
り
、
加
え
て
中
央
政
府
の
緊
急
救
荒
対
策
を
行
う
能
力
も
低
下
し
て
い
た
。
重
税
に
よ
る
農
村
の
荒

廃
、
貧
民
と
富
民
の
聞
の
差
の
拡
大
な
ど
の
複
雑
な
要
因
が
働
い
て
、
こ
の
時
期
の
飢
謹
の
増
加
を
招
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
災
害
が
頻
発
す
る
中
、
陳
龍
正
が
主
張
し
た
救
荒
と
は
、



た

だ

す

4
ヒ

粟
鄭
配
畿
、
帯
無
可
護
、
官
無
可
庭
．
、
惟
有
勤
賑
一
途
、
以
本
境
之
像
、
周
本
境
之
教
、
里
則
周
里
、
村
則
周
村
、
郷
則
周
郷
、

（
棟
龍
正
『
幾
亭
全
書
』
巻
四
六
「
復
曹
牒
令
梁
皐
麻
L

）

分
之
似
陸
、
合
之
賓
弘
、
而
其
要
則
在
巨
室
倍
率
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
飢
僅
救
済
を
行
お
う
に
も
宮
府
に
は
そ
の
能
力
が
な
い
。
だ
か
ら
里
、
村
、
郷
と
い
っ
た
地
域
内
の
郷

紳
、
富
室
が
率
先
し
て
自
ら
の
持
つ
米
、
銭
を
供
出
し
て
、
各
地
域
内
に
住
む
被
災
貧
民
を
救
済
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

明末、嘉興府嘉善県における救荒について

つ
ま
り
、
喜
善
県
内
の
飢
鐘
対
策
に
あ
た
っ
て
は
、
官
の
救
済
に
頼
ら
ず
、
地
域
内
の
郷
紳
達
が
主
唱
し
、
主
体
と
な
っ
て
救

っ
た
。

荒
を
行
お
う
、
と
す
る
姿
勢
が
陳
龍
正
に
は
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
本
地
の
富
民
が
本
地
の
貧
民
を
救
う
説
」
は
、
陳
龍
正

（
mm）
 

の
最
初
の
救
荒
論
で
あ
る
崇
頑
三
年
（
一
六
三

O
）
の
「
庚
午
急
救
春
荒
事
宜
」
の
中
で
主
張
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
後
も
県
内
の
郷

（鈎）

紳
や
地
方
官
に
あ
て
た
救
荒
関
係
の
書
簡
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
考
え
を
基
礎
と
し
て
、
陳
龍
正
が
最
初
に
行
っ
た
救
荒
活
動
は
、
山
宗
頑
三
年
の
嘉
益
口
県
膏
五
区
で
の
貧
民
に
対
す
る
米
の
支
給

で
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
嘉
善
県
で
は
米
価
騰
貴
の
た
め
、
貧
民
は
豆
か
す
や
酒
か
す
を
買
っ
て
食
べ
、
ま
た
棉
布
は
安
く
、
棉
花
は
高

い
、
と
い
っ
た
す
さ
ま
で
あ
っ
た
主
時
嘉
震
の
農
民
は
農
家
副
業
の
棉
織
物
手
工
業
を
行
っ
て
生
号
支
え
、
す
で
に
貨
基

済
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
。
米
価
が
高
騰
す
る
と
、
商
人
達
は
農
民
の
困
窮
に
つ
け
込
ん
で
棉
布
を
買
い
た
た
い
た
た
め
棉
布
価
格

（沼）

は
暴
落
し
、
外
部
か
ら
販
入
さ
れ
る
原
料
の
棉
花
の
価
格
は
上
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
嘉
普
県
の
農
民
は
、
米
価
高
騰
に
よ
っ
て
た
ち
ま

ち
副
業
の
経
営
が
困
難
と
な
り
困
窮
に
お
ち
い
っ
た
。
彼
ら
に
対
し
て
陳
龍
正
は
救
済
を
行
お
う
と
考
え
た
が
、
陳
家
一
家
で
は
嘉
善

全
県
の
救
済
は
到
底
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
祖
先
が
長
く
住
み
、
親
戚
も
多
く
、
陳
家
の
佃
戸
が
多
数
居
住
し
て
い
る
膏
五
区

（

お

）

（

泌

）

で
の
み
、
被
災
民
に
対
し
米
の
給
与
を
行
っ
た
。
こ
の
時
陳
家
が
救
済
し
た
被
災
貧
民
の
数
は
一
九
二
三
戸
、
二
九
七
九
人
で
あ
っ
た
。
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つ
い
で
同
善
会
が
陳
龍
正
の
提
唱
に
よ
っ
て
、
崇
頑
固
年
（
一
六
三
ニ
嘉
善
県
に
つ
く
ら
れ
た
。
夫
馬
進
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
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は
高
拳
龍
が
組
織
し
た
無
錫
の
同
善
会
に
な
ら
っ
た
も
の
で
、

一
年
に
四
回
、
教
化
の
為
の
講
演
を
行
い
、
他
に
貧
民
救
済
、
死
者
へ

の
施
棺
、
貧
窮
す
る
生
員
の
救
済
な
ど
の
活
動
を
行
っ
た
。
事
業
費
は
同
善
会
会
友
か
ら
寄
付
を
募
り
、
或
は
陳
龍
正
が
寄
付
し
た
同

善
荘
の
収
入
に
よ
っ
た
。
同
善
会
の
貧
民
救
済
活
動
は
勧
普
教
化
の
目
的
が
強
か
っ
た
た
め
、
救
済
の
対
象
と
な
る
貧
民
は
、
孝
子
、

節
婦
が
優
先
さ
れ
、
不
道
徳
な
者
は
除
外
さ
れ
た
。
陳
龍
正
の
同
善
会
設
立
の
背
景
に
は
、
生
生
の
哲
学
が
あ
っ
た
が
、
同
時
に
郷
約
、

（お）

保
甲
の
助
け
と
す
る
、
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
。
地
域
内
の
治
安
が
年
々
悪
く
な
る
中
で
、
陳
龍
正
は
嘉
善
知
県
李
陳
玉
と
共
に
保
甲

（お）

を
行
う
べ
き
こ
と
を
熱
心
に
主
張
し
て
い
た
。
地
域
内
の
安
寧
の
た
め
に
は
人
心
を
固
め
る
こ
と
こ
そ
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

（幻）

「
富
を
保
ち
貧
を
救
う
」
同
善
会
の
救
済
活
動
は
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
社
倉
建
設
が
、
崇
顧
八
年
（
一
六
三
五
）
知
県
李
陳
玉
と
陳
龍
正

に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
。

こ
こ
で
嘉
善
県
に
お
け
る
明
朝
の
救
荒
策
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
る
。
光
緒
嘉
普
県
志
巻
九
郵
政
に
よ
れ
ば
、
明
朝
は
飢
鐘
に
際

し
て
明
代
二
百
七
十
六
年
間
に
嘉
普
県
で
税
糧
の
描
免
（
免
除
）
を
四
六
回
（
約
六
年
に
一
回
可
賑
済
を
四
五
回
行
っ
て
い
る
。

賑
済
用
穀
物
備
蓄
施
設
と
し
て
預
備
倉
が
正
統
六
年
（
一
四
四
二
に
嘉
善
県
城
に
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
預
備
倉
の
資
本
は
、
知
県
が 一方、

富
人
に
米
穀
を
供
出
さ
せ
た
も
の
で
、
そ
の
後
預
備
倉
は
衰
廃
し
、
か
わ
っ
て
万
暦
二
十
四
年
（
一
五
九
六
）
に
常
平
倉
が
知
県
に
よ

（

お

）

（

ぬ

）

っ
て
県
の
四
鎮
に
建
て
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
常
平
倉
も
崇
顧
年
間
に
は
救
荒
の
た
め
の
機
能
を
失
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
知
県
李
陳
玉
は
社
倉
を
建
設
す
る
こ
と
を
提
唱
し
、
自
ら
俸
給
五
十
両
を
摘
納
し
て
資
金
と
し
、
県
内
の
郷
紳
に
協
力
を
要

請
し
た
。山
田
市
頓
八
年
、
奉
旨
通
行
積
儲
糠
帥
。
知
牒
李
陳
玉
念
庫
無
存
齢
、
民
難
加
派
、
乃
議
立
枇
倉
一
法
。
乗
青
黄
不
接
之
時
、
動
紳
士

共
指
賑
糖
、
陳
玉
先
自
輪
俸
五
十
雨
、
出
疏
一
、
通
邑
紳
、
進
士
陳
龍
正
信
指
三
百
雨
、
各
紳
柴
助
有
差
、
計
可
積
米
一
千
石
。
其



出
入
簿
籍
、
定
令
紳
砲
主
之
、
官
府
勿
奥
、
杜
街
役
侵
漁
。
（
『
嘉
善
県
纂
修
啓
禎
条
款
』
巻
二
「
預
備
倉
根
」
）

こ
の
嘉
善
県
で
の
社
倉
建
設
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
の
が
陳
龍
正
で
あ
り
、
自
ら
三
百
両
を
掲
納
し
た
。
こ
の
社
倉
の
穀
物
出
入
の

帳
簿
は
郷
紳
が
管
理
し
て
官
の
関
与
を
許
さ
ず
、
管
理
、
運
営
に
あ
た
っ
て
は
郷
紳
の
主
導
権
が
強
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

陳
龍
正
は
県
内
の
よ
り
小
さ
な
地
域
で
あ
る
郷
や
区
で
の
社
倉
建
設
も
提
唱
し
て
お
り
、
こ
の
社
倉
は
、

明末、嘉輿府嘉善果における救荒について

枇
倉
之
利
、
非
濁
活
民
、
且
以
蒲
盗
。
如
一
邑
若
干
郷
匝
、
毎
－
一
郷
毎
匝
、
立
一
世
倉
、
誠
局
至
計
。
賢
士
大
夫
、
有
安
和
郷
里
之

心
、
不
可
不
早
議
此
。
（
『
幾
亭
全
書
』
巻
十
四
「
学
言
詳
記
」
）

（
必
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
治
盗
や
人
心
安
定
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
保
甲
の
目
的
と
極
め
て
近
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
嘉
善
県
の
同
善
会
、
社
倉
設
立
に
か
か
わ
っ
て
き
た
陳
龍
正
が
、
本
格
的
に
救
荒
活
動
を
行
っ
た
の
は
、
崇
顧
十

三
年
か
ら
十
五
年
（
一
六
四
O
｜
四
一
一
）
に
か
け
て
の
大
飢
謹
に
際
し
て
で
あ
っ
た
。
崇
頑
十
三
年
、
長
江
下
流
デ
ル
タ
一
帯
の
各
地

（

H
U）
 

で
は
長
雨
な
ど
の
局
地
的
災
害
が
あ
い
つ
、
ぎ
、
嘉
興
府
で
も
日
照
り
と
蛙
害
に
苦
し
ん
だ
。
こ
の
結
果
、
各
地
で
米
が
減
収
と
な
り
、

（

必

）

各
府
県
城
で
は
米
価
が
は
ね
上
り
、
嘉
善
県
域
で
も
米
価
は
一
石
二
両
以
上
に
ま
で
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
飢
鐘
の
際
の
米
価
高
騰
の
原
因
は
、
単
に
減
収
だ
け
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
地
域

の
慢
性
的
な
米
不
足
が
あ
っ
た
。
棉
布
、
絹
織
物
な
ど
の
農
村
手
工
業
の
発
達
の
結
果
、
原
料
や
そ
の
他
の
商
品
作
物
植
え
つ
け
の
た

（
四
回
）

め
米
作
の
耕
地
面
積
は
減
少
し
、
ま
た
大
小
都
市
が
発
達
し
非
農
業
人
口
が
多
数
存
在
し
た
た
め
、
当
地
で
生
産
す
る
米
穀
だ
け
で
は

食
米
人
口
を
養
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
嘉
輿
府
で
は
、

商
旅
入
園
間
禁
、
安
望
刑
揚
議
章
之
粟
、
七
八
月
之
問
、
蔽
江
而
下
乎
。
今
日
之
事
、
未
可
以
三
呉
雨
漸
二
親
之
也
。
法
宜
白
潤
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州
而
上
姑
蘇
者
、
喜
其
来
而
無
禁
其
去
、
自
銭
塘
而
上
巌
陵
者
、
愛
其
入
而
亦
無
病
其
出
、
商
旅
庶
其
出
於
塗
乎
。
人
亦
有
言
、
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（似）

我
郡
中
人
之
家
、
公
私
之
費
大
半
負
米
相
易
、
不
則
束
手
無
策
。
（
岳
元
聾
『
潜
初
子
文
集
』
巻
五
寸
平
擢
遺
議
」
）

と
あ
る
よ
う
に
、

日
常
か
ら
七
、
八
月
に
な
る
と
湖
広
、
河
南
な
ど
か
ら
穀
物
が
輸
入
さ
れ
て
お
り
、
鎮
江
、
蘇
州
、
杭
州
、
厳
州
な

ど
の
長
江
下
流
デ
ル
タ
一
帯
と
、
米
の
販
入
、
販
出
に
つ
い
て
連
関
し
て
い
た
。
ま
た
府
内
の
中
人
の
家
で
は
、
自
家
の
収
入
の
米
穀

を
市
場
で
売
却
し
て
生
計
を
ま
か
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
米
の
活
発
な
流
通
が
予
測
で
き
る
状
況
下
で
は
、
飢
謹
に
よ
る
米
価
高

騰
の
際
に
は
様
々
な
米
の
複
雑
な
動
き
が
あ
っ
た
。
崇
顧
十
三
年
の
米
価
高
騰
時
に
も
、
米
価
の
や
や
低
い
地
域
か
ら
、
よ
り
高
い
地

（

必

）

（

必

）

域
へ
、
米
商
人
が
利
ざ
や
を
狙
っ
て
米
を
販
出
し
た
の
で
、
蘇
州
、
松
江
で
は
逼
擢
（
米
穀
の
境
外
移
出
禁
示
令
）
を
行
っ
た
が
、
こ

（幻）

の
た
め
他
の
地
域
で
は
米
価
が
ま
す
ま
す
上
っ
た
。
寄
ら
に
米
商
人
、
郷
紳
な
ど
が
米
の
売
り
わ
し
み
ふ
笠
討
っ
た
た
め
、
こ
の
年
、
六

（

必

）

（

ω）

月
の
蘇
州
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
地
で
打
ち
こ
わ
し
騒
動
が
頻
発
し
た
の
で
あ
る
。

八
月
、
公
用
で
出
向
い
て
い
た
河
南
か
ら
嘉
善
県
へ
帰
っ
て
来
た
陳
龍
正
は
、
状
況
の
逼
迫
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
「
今
秋
無
錫
蘇

郡
以
及
呉
江
、
各
州
牒
城
中
、
慮
虞
大
乱
、
正
以
郷
紳
擁
米
坐
視
之
故
。
」
（
『
幾
亭
全
書
』
巻
二
五
「
庚
辛
救
荒
平
擢
事
宜
」
と
、
打

ち
こ
わ
し
の
原
因
は
、
郷
紳
が
売
り
お
し
み
を
し
て
貧
民
救
済
を
行
わ
な
い
か
ら
だ
、
と
認
識
し
た
。
そ
こ
で
陳
龍
正
は
食
糧
対
策
と

米
価
調
整
策
と
し
て
、
嘉
益
口
県
の
農
村
部
で
平
羅
（
米
の
安
値
売
り
出
し
）
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
た
。
彼
の
構
想
し
た
救
荒
と
は
、

謹
告
属
典
戸
祭
輪
平
耀
事
。
徽
典
十
戸
、
奉
上
可
明
文
、
年
例
積
漕
荒
米
一
千
石
。
除
連
日
於
預
備
倉
専
鰹
付
赤
脚
人
丁
、
約
得

五
百
石
。
能
五
百
石
、
奉
正
堂
面
論
、
分
派
城
外
各
舗
、
散
耀
郷
農
、
以
均
利
潤
。
本
盲
縞
見
郷
民
紛
紛
陳
訴
、
持
銭
入
市
、
求

縫
無
門
。
聞
邑
中
高
賢
、
原
動
十
典
於
千
石
外
、
合
共
加
鰹
六
百
石
。
今
呉
朱
二
典
、
在
西
塘
・
風
淫
二
鎮
、
加
悪
巳
多
。
呉
程

八
典
、
悉
照
原
許
、
共
加
出
四
百
八
十
石
、
欣
然
幾
輪
、
足
徴
好
誼
。
因
出
米
之
敷
梢
扇
、
公
議
、
照
原
定
毎
升
二
十
四
文
之
外
、

梢
益
其
債
以
補
之
、
諒
郷
農
以
得
緯
属
便
。
日
一
照
時
償
、
所
省
巳
多
、
喜
慰
嘗
無
量
失
。
（
『
幾
亭
全
書
』
巻
二
五
「
庚
辛
救
荒
平



耀
事
宜
」
）

（

印

）

と
あ
る
よ
う
に
、
県
内
の
鎮
市
な
ど
に
住
む
新
安
商
人
の
質
屋
が
上
司
の
命
令
で
年
々
備
蓄
用
に
供
出
し
て
き
た
米
穀
を
、
そ
れ
以
外

の
新
た
な
米
と
合
わ
せ
て
農
村
の
被
災
貧
民
に
安
く
売
り
出
そ
う
、
と
は
う
も
の
で
あ
る
。

1亀

明末、嘉輿府嘉普県における救荒について

（

日

）

翌
十
四
年
に
は
、
長
江
下
流
デ
ル
タ
一
帯
は
さ
ら
に
未
曽
有
と
言
わ
れ
る
大
早
害
に
襲
わ
れ
、
加
え
て
盤
が
大
発
生
し
た
。
嘉
釜
口
県

（

mど

で
も
収
穫
は
半
減
或
は
全
滅
し
、
流
民
が
大
量
発
生
す
る
大
飢
謹
と
な
っ
た
。
県
城
で
は
米
価
が
天
井
知
ら
ず
の
高
騰
を
示
し
、
一
石

（

日

）

三
両
以
上
に
ま
で
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
県
内
の
郷
紳
達
は
陳
龍
正
を
中
心
と
し
て
会
議
を
聞
き
、
嘉
善
県
城
で
の
米
の
安
値
売
り

出
し
を
決
定
し
、
七
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
実
施
し
た
。

（
崇
顧
十
四
年
）
本
邑
紳
抱
曾
議
、
減
時
慣
之
半
、
平
耀
賑
民
。
定
令
有
米
之
家
、
量
力
多
寡
、
或
百
石
、
或
敷
十
石
以
至
敷
石
、

各
就
住
居
坊
所
、
査
票
貧
民
敷
目
、
人
給
一
票
、
家
有
三
口
、
日
縫
米
三
升
、
二
口
二
升
、
一
口
一
丸
、
就
近
各
護
本
坊
米
店
、
駄

票
耀
給
。
徽
商
儒
士
程
志
才
・
孫
文
周
各
指
賑
。
又
勤
諸
典
舗
布
庄
、
倶
分
米
協
清
貧
坊
貧
郷
。
自
主
月
起
至
十
月
止
。
不
擾
不

詳
、
人
忘
難
歳
。
（
『
嘉
善
県
纂
修
啓
禎
条
款
』
巻
一
一
寸
賑
済
」
）

県
域
内
あ
各
坊
の
米
を
持
つ
富
民
は
、
各
自
の
財
力
に
応
じ
て
自
分
の
米
を
出
し
て
、
坊
内
に
住
む
貧
民
の
だ
め
に
米
を
売
り
出
し
た
。

売
り
出
し
に
先
立
っ
て
坊
内
の
貧
民
の
数
を
調
査
し
、
救
済
を
受
け
る
べ
き
貧
民
に
は
票
を
与
え
、
決
め
ら
れ
た
量
の
米
を
米
屋
で
買

わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
新
安
商
人
の
質
屋
や
布
商
人
も
米
を
供
出
し
、
特
に
貧
し
い
地
区
で
の
米
の
売
り
出
し
に
あ
た
っ
た
。
陳

（
副
社
）

龍
正
に
よ
れ
ば
こ
の
と
き
売
り
出
さ
れ
た
米
は
約
一
万
石
で
あ
っ
た
。

」
の
平
羅
の
と
き
に
陳
龍
正
が
立
て
た
詳
し
い
計
画
が
残
っ
て
い
る
。
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一
日
、
確
票
貧
戸
、
預
給
平
擢
小
票
。
減
慣
之
米
、
専
属
本
少
利
薄
人
。
其
質
本
柏
厚
者
、
家
中
躍
無
積
粟
、
尚
堪
照
時
十
五
石
、
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居
房
質
本
五
百
金
左
右
者
、
覗
此
属
率
、
等
而
上
下
之
。
或
田
産
少
而
居
積
厚
者
、
不
拘
此
例
。

一
、
催
米
之
任
、
自
認
歎
定
後
、
総
脚
冊
揮
官
、
聴
穂
甲
挨
催
護
鰹
。
其
領
坊
者
、
任
稽
票
、
不
任
催
徴
。

一
、
出
擢
之
法
、
除
郷
紳
自
耀
、
或
護
舗
随
便
外
、
其
齢
出
米
之
家
、
悉
護
舗
行
、
以
便
稽
顛
：
・
（
『
幾
亭
全
書
』
巻
二
五
「
庚
辛

救
荒
平
耀
事
宜
L

四
月
公
示
城
坊
平
擢
諭
）

治
輩
勤
論
賛
産
、
雄
使
戸
田
不
多
、
而
或
鎮
房
、
或
居
積
、
或
零
典
、
或
行
商
、
芳
採
郷
評
、
約
略
佑
計
、
准
田
認
韓
、
故
毎
坊

之
米
、
差
足
供
貧
戸
平
擢
之
用
。
若
専
計
田
護
耀
、
恐
出
者
少
而
籍
者
多
。
（
同
前
書
巻
二
五
「
庚
辛
救
荒
平
鰹
事
宜
」
公
復
劉
轍

庵
邑
尊
書
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
平
韓
用
の
米
を
出
す
の
は
県
域
に
住
む
郷
紳
と
、
鎮
房
、
居
積
、
零
典
、
行
商
な
ど
の
商
人
達
で
あ
る
。
ま
た
救
済

さ
れ
る
対
象
は
、
資
産
が
十
五
石
、
百
金
以
下
の
貧
民
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
都
市
に
お
け
る
平
耀
に
対
し
て
、
陳
龍
正
は
さ
ら
に
農
村
に
お
け
る
平
耀
の
実
施
を
主
張
し
た
。
農
村
の
平
韓
に
関
し

て
は
、
詳
細
な
計
画
は
残
っ
て
い
る
が
、
実
現
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
陳
龍
正
は
「
郷
農
窒
困
、
不
得
比
於
城
坊
、

少
泊
平
羅
之
悪
、
米
出
於
農
、
而
悪
不
及
農
、
賓
有
不
均
之
歎
。
昨
方
奥
塞
蓄
相
園
相
商
、
必
使
各
匝
大
戸
、
亦
競
護
米
平
羅
、
乃
可

免
於
捨
擾
耳
。
」
（
『
幾
亭
全
室
田
』
巻
四
七
「
復
劉
敵
日
邑
尊
」
）
と
、

貧
民
の
騒
動
を
防
ぐ
為
に
も
、
農
村
部
で
の
平
耀
を
行
う
べ
き

こ
と
を
主
張
し
た
。
彼
の
計
画
に
よ
れ
ば
、
全
県
二
十
区
で
そ
れ
ぞ
れ
各
区
の
郷
紳
が
区
内
の
貧
民
を
対
象
に
米
を
売
り
出
す
が
、
売

り
出
し
の
前
に
郷
紳
達
が
自
ら
の
区
内
の
貧
民
を
調
査
し
て
票
を
与
え
、
貧
民
は
こ
の
票
に
よ
っ
て
米
を
買
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

（日）た。
こ
の
よ
う
に
農
村
の
救
済
を
熱
心
に
主
張
し
た
こ
と
が
陳
龍
正
の
救
荒
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
彼
は
県
城
王
黄
坊
に
住
む
城
居



地
主
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
救
荒
の
視
野
の
中
に
は
常
に
農
村
が
含
ま
れ
て
い
た
。
陳
龍
正
の
救
荒
理
論
の
中
で
は
、
都
市
と
農
村
は
歴

然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
幾
亭
全
書
』
巻
二
五
「
庚
午
急
救
春
荒
事
宜
」
の
中
で
、

或
日
、
城
市
何
以
後
之
。
日
惟
農
最
発
、
惟
農
最
貧
。
居
郷
者
、
大
抵
農
夫
、
居
城
市
者
、
大
抵
工
商
買
、
又
富
僕
街
役
、
十
居

其
三
。
故
凶
年
轄
徒
溝
盤
、
郷
民
矯
多
、
餓
死
於
城
市
者
、
不
一
二
見
。
惟
責
菜
者
流
、
最
無
本
業
、
亦
須
賑
農
之
暇
、
然
後
及

明末、嘉輿府嘉善県における救荒について

一
逢
災
傷
、
更
無
他
皆
、
生
涯
絶
失
。
又
春
望
萱
奏
、
秋
望
禾
稲
、
乗
其
未
登
、
属
之
接
糖
、

之
O
i－
－
－
農
家
敷
口
、
濁
頼
回
入
、

暫
則
月
齢
、
久
或
敷
月
、
可
約
升
斗
之
敷
、
可
定
起
止
之
期
。
若
市
井
中
人
、
原
不
頼
回
而
食
、
何
時
属
品
口
閏
清
之
始
、
何
時
局
蹴

済
之
終
。
有
非
大
荒
、
補
助
不
及
、
意
深
遠
失
。
大
荒
之
歳
、
極
貧
之
民
、
平
懇
則
無
銭
、
賑
貸
則
無
償
、
二
者
皆
未
足
以
酒
、

清
之
惟
有
煮
粥
・
散
糧
耳
。
：
・
小
荒
先
散
糧
於
郷
村
、
大
荒
兼
煮
粥
於
城
市
、
嘗
道
曾
期
而
煮
粥
、
郷
人
童
地
而
散
糧
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
飢
鐘
に
な
れ
ば
流
民
と
な
り
、
或
は
餓
死
す
る
の
は
多
く
は
農
村
の
農
民
で
あ
り
、
次
に
都
市
の
野
菜
売
り

な
ど
の
極
貧
民
で
あ
る
。
彼
ら
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
と
、
農
民
に
は
米
の
不
足
す
る
端
境
期
に
行
え
ば
よ
い
が
、
都
市
貧
民
は
一
年

中
飢
え
て
い
て
適
切
な
時
期
が
定
め
に
く
い
。
だ
か
ら
軽
い
飢
鐘
の
時
は
ま
ず
農
村
で
農
民
に
米
の
支
給
を
行
い
、
大
飢
鐘
に
は
さ
ら

に
都
市
で
貧
民
対
象
に
煮
粥
（
た
き
だ
し
）
を
行
う
べ
き
だ
、
と
言
っ
て
い
る
。
陳
龍
正
は
、
従
来
飢
鐘
対
策
が
県
城
な
ど
の
都
市
中

心
に
な
り
が
ち
な
中
で
、
農
村
重
視
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
崇
顧
十
四
年
の
大
早
、
瞳
室
口
は
、
各
方
面
に
深
刻
な
被
害
を
与
え
た
。
嘉
善
県
域
で
最
も
打
撃
を
受
け
、
困
窮
し
た
の
は
、

日
傭
い
人
夫
、
野
菜
売
り
、
乞
食
と
い
っ
た
、
定
業
を
持
た
な
い
そ
の
日
暮
し
の
最
下
層
の
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
日
常
か
ら
買
米

人
口
で
あ
っ
た
の
で
、
米
価
が
高
騰
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
生
活
は
成
り
立
た
な
く
な
り
、
彼
ら
の
多
く
は
、
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我
禾
頻
年
水
阜
、
昨
歳
兼
以
棋
盤
。
千
里
之
内
、
強
半
無
収
、
米
債
念
益
奇
賞
、
民
間
掘
草
根
、
屑
樹
皮
者
、
十
室
而
九
。
其
属
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農
夫
者
、
猶
或
忍
死
須
受
、
以
侯
委
秋
之
熟
。
其
無
農
業
者
、
半
轄
徒
馬
乞
巧
突
。
（
『
幾
亭
全
書
』
巻
二
六
寸
壬
午
救
荒
事
宜
」

粥
携
述
）

と
い
う
よ
う
に
、
乞
食
と
な
り
、
流
民
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
十
三
、
四
年
の
災
害
に
よ
っ
て
近
隣
の
嘉
興
府
桐
郷
県
か
ら
湖
州
府
に

か
け
て
は
、
特
に
大
き
な
被
害
を
受
け
、
寸
飢
え
た
人
は
道
に
あ
ふ
れ
、
路
傍
に
は
死
体
が
林
の
よ
う
に
並
ぶ
。
」
と
い
っ
た
悲
惨
な
状

（

日

）

（

幻

）

況
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
湖
州
府
に
大
量
に
発
生
し
た
流
民
は
、
府
境
を
越
え
て
や
や
状
況
の
よ
い
嘉
蓋
口
県
域
に
流
れ
込
ん
で
来
た
。

（
回
）

加
え
て
江
北
な
ど
の
地
域
で
発
生
し
た
流
民
も
県
域
に
次
々
に
流
れ
込
ん
で
来
た
。

陳
龍
正
は
、
県
域
内
の
こ
れ
ら
流
民
、
乞
食
な
ど
の
最
下
層
貧
民
の
救
済
を
図
っ
た
の
で
あ
る
が
、
平
耀
策
で
は
救
済
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、

末
世
救
荒
之
政
、
有
限
米
商
減
慣
者
、
是
吏
青
好
人
収
其
利
、
而
民
商
倶
困
也
。
其
尤
謬
戻
者
、
令
貧
民
照
鯨
票
擢
米
。
宣
知
傭

工
・
乞
巧
流
、
不
存
立
錐
、
不
入
丁
口
、
有
何
舘
票
。

A
7
使
無
鯨
票
者
、
不
得
擢
、
是
猫
遺
天
下
第
一
流
貧
人
也
。
（
『
幾
亭
全

書
』
巻
二
五
「
庚
午
急
救
春
荒
事
宜
L

）

と
あ
る
よ
う
に
、
減
価
さ
れ
た
米
を
買
う
銭
す
ら
持
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
嘉
義
口
県
に
設
け
ら
れ
た
同
善
会
も
、

本
邑
建
同
世
窓
口
舎
、
豪
貧
給
率
、
四
季
開
領
、
皆
本
地
窮
民
、
有
定
居
、
有
定
業
者
。
乞
巧
瓢
流
無
定
、
人
様
薮
繁
、
平
時
賓
難
葉

及
。
奈
値
年
荒
、
凍
餓
交
逼
、
日
舞
多
命
、
若
不
設
法
掻
救
、
是
目
前
第
一
等
窮
苦
之
人
、
覚
無
活
路
失
。
計
惟
煮
粥
一
節
、
可

以
暫
延
日
月
。
（
『
幾
亭
全
書
』
巻
二
六
「
壬
午
春
擬
煮
粥
示
款
」
）

と
あ
る
よ
う
に
、
定
業
や
家
を
持
つ
土
著
の
者
が
救
済
の
対
象
で
あ
り
、
流
民
、
乞
食
は
対
象
外
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
崇
頑
十
五
年

冬
陳
龍
正
は
こ
れ
ら
の
最
下
層
貧
民
の
救
済
策
と
し
て
煮
粥
を
計
画
し
た
。
当
初
、
県
城
の
四
門
の
外
に
粥
廠
を
建
て
、
十
二
月
か
ら



（
印
）

一
月
に
か
け
て
粥
を
貧
民
に
与
え
る
計
画
が
郷
紳
達
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
。
し
か
し
粥
を
求
め
て
貧
民
が
県
城
に
四
集
す
れ
ば
、
財

源
は
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
治
安
上
問
題
が
あ
り
、
疫
病
の
感
染
な
ど
の
弊
害
、
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

産
見
聞
挙
鏡
公
創
行
粥
措
一
法
。
其
法
無
定
額
、
無
定
期
、
亦
無
定
所
。
毎
長
、
用
白
米
敷
斗
煮
粥
、
挑
至
通
衛
或
郊
外
、
凡
遁

貧
乞
、
令
其
列
坐
、
人
給
一
杓
。
約
毎
措
需
米
五
六
升
、
可
延
五
六
十
人
一
日
之
命
。
（
『
幾
亭
全
書
』
巻
二
六
「
壬
午
救
荒
事
宜
」

明末、嘉輿府嘉普県における救荒について

粥
措
述
）

と
あ
る
よ
う
に
、
た
き
だ
し
た
粥
を
郊
外
な
ど
に
担
っ
て
歩
き
、
流
民
や
貧
民
に
会
え
ば
与
え
る
と
い
う
粥
担
法
を
提
案
し
た
。
こ
の

（

ω） 

他
に
は
、
陳
龍
正
は
行
き
だ
お
れ
の
死
体
を
葬
り
、
乞
食
収
容
施
設
と
し
て
乞
房
を
建
て
る
な
ど
の
救
荒
計
画
を
立
て
た
。

わ

園
、
ぉ

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
結
語
に
か
え
た
い
。
明
末
の
嘉
善
県
で
は
飢
鐘
が
以
前
に
比
べ
て
頻
発
し
た
。
飢
鐘
は
天
災
と
人

災
の
双
方
の
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
明
末
の
頻
発
も
主
に
水
利
の
弛
緩
と
、
預
備
倉
、
常
平
倉
な
ど
の
備
蓄
施
設
の
衰
廃
、
官
の

救
荒
行
政
の
不
在
な
ど
の
様
々
な
要
因
が
働
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
飢
鐘
頻
発
の
状
況
下
、
救
荒
策
は
地
域
の
実
情
に
則
し
た
合

理
的
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
漸
江
省
嘉
輿
府
嘉
善
県
の
陳
龍
正
も
地
域
の
飢
鐘
に
対
し
て
熱
心
に
救
荒
を
行
っ
た
一

人
で
あ
っ
た
。
陳
龍
正
は
著
名
な
東
林
党
の
人
士
で
あ
る
高
馨
龍
の
強
い
影
響
を
受
け
、
自
身
も
東
林
党
の
人
士
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
彼

の
救
荒
の
背
景
に
は
生
生
の
哲
学
が
あ
っ
た
。
陳
龍
正
は
嘉
益
口
県
で
同
普
会
を
設
立
し
、
社
倉
建
設
を
推
進
す
る
な
ど
の
活
動
の
後
、

山
宗
頑
十
三
年
か
ら
十
五
年
（
一
六
四

O
｜
四
二
）
に
か
け
て
の
大
飢
鐘
に
際
し
て
、
県
内
の
被
災
貧
民
の
救
済
を
行
っ
た
。
救
済
の
方
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法
は
、
食
糧
調
達
策
、
或
は
米
価
調
整
策
と
し
て
崇
顧
三
年
の
農
村
で
の
散
給
（
米
の
支
給
可
同
十
一
二
、
十
四
年
の
都
市
及
び
農
村
で
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の
平
耀
（
米
の
安
値
売
り
出
し
可
ま
た
貧
民
対
策
と
し
て
同
十
五
年
の
煮
粥
（
た
き
だ
し
）
が
と
ら
れ
た
。

棟
龍
正
の
救
荒
の
特
徴
の
第
一
は
、
県
内
の
救
荒
を
郷
紳
が
主
唱
し
、
主
体
と
な
っ
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
陳
龍
正
は
「
本
地
の

富
民
が
本
地
の
貧
民
を
救
う
」
説
を
と
な
え
、
県
域
の
坊
、
農
村
の
区
な
ど
の
各
地
域
内
の
富
民
が
自
ら
の
財
源
で
、
自
ら
の
住
む
地

域
の
貧
民
を
救
済
す
る
、
と
い
う
方
法
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
救
済
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
内
の
貧
民
に
よ
る
騒
動
を
防
ぐ
こ
と

が
で
き
る
、
と
保
甲
と
似
か
よ
っ
た
効
果
を
期
待
し
て
い
た
。
第
二
の
特
徴
は
、
都
市
と
農
村
に
お
け
る
救
済
を
歴
然
と
区
別
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
方
法
も
違
う
べ
き
だ
、

と
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
従
来
救
荒
が
都
市
中
心
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
中
で
、
農

村
救
済
を
優
先
す
べ
き
事
を
強
調
し
た
。
第
三
に
、
陳
龍
正
は
都
市
貧
民
を
対
象
に
食
糧
対
策
と
し
て
平
鰹
策
を
行
っ
た
の
だ
が
、
日

傭
い
人
夫
な
ど
の
さ
ら
に
最
下
層
民
の
救
済
に
も
積
極
的
で
あ
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

救
荒
を
め
ぐ
る
フ
ァ
ク
タ
ー
は
極
め
て
複
雑
で
、
本
稿
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
問
題
点
は
多
い
。
本
稿
は
、
明
末
の
当
該

地
域
の
飢
鐘
史
を
描
く
た
め
の
一
試
論
で
あ
る
。

注（

1
）
 

中
国
の
救
荒
史
に
つ
い
て
は
、
部
雲
特
『
中
国
救
荒
吏
』
三
朕
書
店
、
一
九
三
五
、
吉
田
寅
「
『
救
荒
活
民
書
』
と
宋
代
の
救
荒
政
策
」
『
青
山
博
士
古
稀
記

念
宋
代
史
論
叢
』
省
心
書
房
、
一
九
七
四
、
赤
城
隆
治

J
米
末
撫
州
救
荒
始
末
L

『
中
嶋
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
一
、
王

徳
毅
『
宋
代
災
荒
的
救
済
政
策
』
中
国
学
術
著
作
奨
助
委
員
会
、
一
九
七
O
が
あ
る
。
ま
た
備
蓄
施
設
に
つ
い
て
は
、
曽
我
部
静
雄
「
宋
代
三
倉

及
び
そ
の
他
」
『
東
亜
経
済
研
究
』
十
一
一
一
l
四
、
一
九
二
九
、
今
堀
誠
二
「
支
那
中
世
の
常
平
倉
」
『
歴
史
』
十
七
｜
十
一
、
十
二
、
十
八
｜
一
、

一
九
四
三
、

J
木
代
常
平
倉
研
究
」
『
史
学
雑
誌
』
五
六
l
一
O
、
十
一
、
一
九
四
三
、

J
木
代
社
倉
制
批
判
L

『
北
京
師
範
大
学
刊
』
一
、
村
松
裕

次
「
清
代
の
義
倉
」
『
一
橋
大
学
研
究
年
報
』
人
文
科
学
研
究
十
一
、
一
九
六
九
、
山
名
弘
史
「
清
末
江
蘇
省
の
義
倉
｜
蘇
州
の
豊
備
義
倉
の
場
合
L

『
東
洋
学
報
』
五
八
｜
一
、
二
、
一
九
七
六
、
家
室
茂
雄
「
清
代
社
倉
制
度
研
究
序
説
L

『
明
代
史
研
究
』
十
一
、
一
九
八
↓
↓
寸
星
斌
夫
「
清
代
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（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

初
期
に
お
け
る
賑
済
諸
倉
の
展
開
l
預
備
倉
と
常
平
倉
｜
」
『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
（
文
学
部
）
』
十
九
、
一
九
八
三
、
森
正
夫
「
十
八
｜
一
一
十

世
紀
江
西
省
農
村
に
お
け
る
社
倉
・
義
倉
に
つ
い
て
の
一
検
討
」
『
東
洋
史
研
究
』
一
二
三
｜
四
、
一
九
七
五
、
安
部
健
夫
「
米
穀
需
給
の
研
究
」
『
清

代
史
研
究
』
創
文
社
、
一
九
七
一
、
四
四
四
l
四
五
九
貢
。
養
済
院
な
ど
に
つ
い
て
は
、
梅
原
郁
「
宋
代
の
救
済
制
度
」
『
都
市
の
社
会
史
』
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
三
、
星
斌
夫
「
明
代
の
養
済
院
に
つ
い
て
」
『
星
博
士
退
官
記
念
中
国
史
論
集
』
星
斌
夫
先
生
退
官
記
念
事
業
会
、
一
九
七

八
参
照
。

万
暦
会
典
巻
十
七
災
傷
報
勘
災
傷
。

同
前
書
巻
十
七
災
傷
鍋
免
折
徴
。

同
前
書
巻
十
七
災
傷
賑
済
。

明
史
巻
七
八
食
貨
志
役
法
。

清
水
泰
次
「
預
備
倉
と
済
農
倉
」
『
東
亜
経
済
研
究
』
六
｜
四
、
一
九
二
二
、
星
斌
夫
「
預
備
倉
の
復
興
に
つ
い
て
」
『
文
化
』
十
七
1
六
、
一

九
五
三
、
「
明
代
の
預
備
倉
と
社
倉
」
『
東
洋
史
研
究
』
十
八
｜
二
、
一
九
五
九
、
「
明
代
の
娠
済
四
倉
の
相
E
関
係
」
『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』

三
二
、
一
九
七
七
。

万
暦
会
典
巻
二
二
預
備
倉
。

森
正
夫
「
十
六
｜
十
八
世
紀
に
お
け
る
荒
政
と
地
主
佃
戸
関
係
」
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
七
1
四
、
一
九
六
九
、
「
明
末
の
江
南
に
お
け
る
『
救
荒
論
』

と
地
主
佃
戸
関
係
」
『
高
知
大
学
芸
術
研
究
報
告
』
十
七
、
人
文
科
学
、
一
九
六
八
、
「
十
八
世
紀
に
お
け
る
荒
政
と
地
主
佃
戸
関
係
」
『
高
知
大
学

教
育
学
部
研
究
報
告
』
一
1
1
一
二
、
一
九
六
九
寸

陳
龍
正
『
幾
亭
全
書
』
付
録
「
陳
綱
部
公
家
伝
」

同
前
書
巻
二
六
「
甲
申
開
変
踊
賑
事
宜
」

間
前
書
巻
二
一
「
父
兄
賓
紀
」

荒
木
見
悟
「
陳
龍
正
の
思
想
」

所
紀
要
』
七
五
、
一
九
七
八
。

明
人
小
伝
巻
三
に
伝
あ
り
。

明
史
巻
二
八
三
に
伝
あ
り
。

明
史
巻
二
二
一
に
伝
あ
り
。

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（日）
（日）
（ロ）

『
中
国
哲
学
論
集
』
一
、

一
九
七
五
、
溝
口
雄
三
「
い
わ
ゆ
る
東
林
派
人
土
の
思
想
」
『
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究

（日）
（

M）
 

（日）
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｛日）
（げ）
（凶）
（日）

明
史
巻
二
四
三
に
伝
あ
り
。

明
史
巻
二
四
四
に
伝
あ
り
。

陳
龍
正
の
均
田
均
役
に
つ
い
て
は
、
演
島
敦
俊
「
明
末
漸
江
の
均
田
均
役
法
」
『
明
代
江
南
農
村
社
会
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
参
照
。

同
善
会
に
つ
い
て
は
、
夫
馬
進
「
同
善
会
小
史
｜
中
国
社
会
福
祉
史
上
に
お
け
る
明
末
清
初
の
位
置
づ
け
の
た
め
に

i
L
『
史
林
』
六
五
｜
四
、
一

九
八
二
、
「
善
会
、
善
堂
の
出
発
」
『
明
清
時
代
の
政
治
と
社
会
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
三
参
照
。

幾
亭
全
書
巻
三
十
。

明
史
巻
二
五
一
に
伝
あ
り
。

明
史
巻
二
五
五
に
伝
あ
り
。

東
林
列
伝
一
一

O
、
陳
龍
正
の
伝
は
他
に
、
明
史
巻
二
五
八
、
明
儒
学
案
巻
六
一
、
小
勝
紀
年
十
、
小
旗
紀
捕
時
十
六
な
ど
に
あ
る
。

註
（
ロ
）
荒
木
前
掲
論
文
参
照
。

註
（
日
）
夫
馬
前
掲
論
文
参
照
。

註
（
ロ
）
溝
口
前
掲
論
文
参
照
。

嘉
善
県
纂
修
啓
禎
条
款
巻
一
水
利

陳
恒
力
『
補
農
書
研
究
』
一

O
二
l
一
二
ハ
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
五
八
。
明
末
の
水
利
と
飢
鐙
に
つ
い
て
は
、

宅一－
Y
2
0
2
0
1
E芯
5
0
（

5
8）
匂
ミ
g
s
n
g
H芯

m
H
H
E
さ
2

3

。～どま

S
H
e

－t
p
p＝U
H
ζ
2
8口
＼
関
口

O
Z
含

由

江

E
Z白

日
山

4Eハ問。
ω
⑦
コ
∞
口
町

mw口口
om
∞
O
口
町
ニ
。

ω

〈
5
z
・
2
0
2
0
1同
氏
。
コ
ロ
。
（
同
市
W
M
W
C

）
・
C
Z
口
一
吉

r
r
uヌ
H
E
c

－－』Eu
。
ロ
の

r
E
m
w
H
F
官

2
2口
口
角
川
《

H
Z
E
C
F
2
ハH
C
M〈〈
H
O
m
W
E
N

－xo
m

－U口］
2・

切
ミ
r
t
s
b
w
H
、
同
向
。
町
内
町
4
2
5明
白
宮
内
也
、
町
立
、
町
岩
伶
。
之
内

S
F
「
〉
〈
〈

H
F
E
u－
N
出
回

l
N
∞叶・

が
あ
る
が
、
未
見
。

幾
亭
全
書
巻
二
五
ο

間
前
書
巻
四
六
「
復
高
鷺
磯
按
肇
」
、
「
奥
戴
上
慎
戸
垣
」
、
「
致
熊
汝
望
撫
憂
」
な
ど
。

同
前
書
券
二
五
「
庚
午
急
救
春
荒
事
宜
」
一
一
小
育
五
区
貧
戸
諭

間
前
書
巻
二
五
「
庚
午
急
救
春
荒
事
宣
L

に、

五
口
邑
以
紡
織
盛
刷
業
、
婦
人
毎
織
布
一
疋
、
持
至
城
市
、
易
米
以
腸
。
荒
年
米
貴
、
則
布
念
賎
、
各
頁
乗
農
夫
之
急
、
閉
門
不
収
。
難
有
布
、
無

可
責
慮
。

（初）
（幻）
（
忽
）
（お）
（但）
（お）
（お）
（幻）
（お）

（却）
（初）
（訂）
（辺）
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（お）
（担）

と
あ
る
。

同
前
書
巻
二
五
「
庚
午
急
救
春
荒
事
宜
」

同
前
書
巻
二
一
「
明
護
費
偽
記
」
に

庚
午
之
春
、
米
康
貴
、
郷
民
銀
食
、
間
有
拠
子
女
於
河
者
O
i－
－
－
乃
濁
訪
賑
膏
五
匿
、
是
遁
邑
二
十
嵐
之
一
也
。
余
家
累
世
居
於
此
、
急
令
子
何
回

輩
分
主
其
事
。
凡
査
訪
者
旬
徐
日
、
分
給
者
コ
百
、
極
貧
人
給
三
斗
、
次
貧
二
斗
。
凡
計
貧
民
一
千
九
百
二
十
三
戸
、
共
二
千
九
百
七
十
九
人
、

散
白
米
六
百
三
十
五
石
。

ル
」
み
め
’
A
V
O

註
（
問
）
夫
馬
前
掲
論
文
参
照
。

李
陳
玉
『
退
思
堂
集
』
巻
五
「
保
甲
示
」
、
幾
亭
全
書
巻
二
三
「
保
甲
」

幾
亭
全
書
巻
四
五
「
致
喬
聖
任
按
豊
」

康
照
嘉
善
県
志
巻
三
公
署
「
預
備
倉
」
「
常
平
倉
」

嘉
善
県
纂
修
啓
禎
条
款
巻
二
「
預
備
倉
糠
」

註
（
釘
）
に
同
じ
。

康
照
嘉
輿
府
志
（
二

O
年
刊
）
巻
二
祥
異
。

幾
亭
全
書
巻
四
六
「
奥
李
喬
之
潮
州
司
理
」

劉
石
吉
「
明
清
時
代
江
南
地
匿
専
業
市
銀
」
『
食
貨
』
月
刊
復
刊
八
｜
六
・
七
・
八
期
、
一
九
七
八
、
「
明
清
時
代
江
南
市
銀
之
数
量
分
析
」
『
忠
興

言
』
十
二
八
｜
二
、
一
九
七
八
、
川
勝
守
「
中
国
近
世
都
市
の
社
会
構
造
」
『
史
潮
』
新
六
、
一
九
七
九
、
「
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
鎮
市
の
発
達
と

水
利
」
『
佐
藤
博
士
還
暦
記
念
中
国
水
利
史
論
集
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
。

嘉
輿
府
嘉
輿
県
出
身
。
（
一
五
五
七
｜
一
六
二
八
）

幾
亭
金
書
巻
二
五
「
庚
辛
救
荒
平
嬢
事
宜
」
啓
劉
邑
尊
書

民
国
双
林
鎮
志
巻
三
一
芸
文
「
沈
氏
奇
荒
紀
事
」

幾
亭
全
書
付
録
「
陳
繭
部
公
家
伝
L

崇
頑
呉
県
志
巻
十
一
祥
巽

例
え
ば
嘉
輿
県
啓
禎
両
朝
実
録

（お）
（お）
（幻）
（お）
（ぬ）

（

ω） 
（

4
）
 

（必）
（必）

（必）
（必）
（必）
（幻）
（必）
（必）

災
傷
の
条
に
よ
れ
ば
、
嘉
輿
県
で
も
米
船
が
強
奪
さ
れ
て
い
る
。
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（印）
（日）
（回）
（臼）
（日）
（
日
）

こ
の
地
方
の
新
安
商
人
の
質
屋
に
つ
い
て
は
、
藤
井
宏
「
新
安
商
人
の
研
究
」
口
『
東
洋
学
報
』
コ
ヱ
ハ
！
二
、
四
五
！
四
六
頁
、

徽
と
は
安
徽
省
徽
州
府
、
典
と
は
質
を
あ
ら
わ
し
、
徽
典
は
新
安
商
人
の
質
屋
の
こ
と
。

康
熊
嘉
輿
府
志
巻
二
祥
異

幾
亭
全
書
巻
四
六
「
致
熊
汝
望
撫
蓋
」
、
巻
二
六
「
壬
午
救
荒
事
宜
」
救
飢
本
論

同
前
書
巻
二
五
「
庚
辛
救
荒
平
鰹
事
宜
」
庚
辛
平
耀
記

註
（
臼
）
に
同
じ
。

同
前
書
巻
二
五
「
庚
辛
救
荒
平
鰹
事
宜
L

辛
巴
六
月
公
議
各
郷
平
耀
約
に
、

平
羅
一
事
、
行
於
城
坊
、
未
及
各
医
。
郷
民
機
敏
、
屡
呈
蘇
主
、
業
蒙
出
一
示
動
議
。
：
：
：
毎
匝
持
請
賢
達
費
集
公
所
、
兼
議
平
線
・
時
耀
事
宜
0

・・

一
、
此
奉
保
富
他
貧
、
奥
往
時
線
甲
・
区
頭
・
汗
長
、
拳
報
大
戸
事
岨
師
、
全
不
相
問
。
自
懸
主
送
帖
、
及
公
共
崎
町
約
之
外
、
専
候
臨
期
面
舎
、

別
無
差
役
。
：
・

一
、
本
邑
二
十
嵐
、
共
七
百
二
十
八
汗
、
大
医
約
三
四
十
斤
、
小
匝
二
三
十
好
。
任
事
諸
友
、
大
抵
以
本
郷
人
、
理
本
郷
事
、
居
祉
付
近
、
耳

目
易
周
。
或
領
全
医
、
或
分
領
歎
好
、
或
就
親
識
中
、
血
芸
品
鮮
勤
敏
者
二
三
人
、
相
奥
共
事
、
悉
聴
自
酌
所
便
。

．．
 

一
、
領
袖
諸
友
、
各
領
勝
後
印
信
簿
一
扇
、
賛
赴
付
近
匡
汗
有
米
之
家
、
聴
認
平
耀
若
干
石
。
除
外
悉
聴
照
時
償
後
韓
、
惟
不
得
私
販
出
境
0

・・

と
あ
る
。

康
照
烏
程
県
志
巻
六
祥
異
崇
顧
十
四
年
の
条

幾
亭
全
書
巻
二
六
「
壬
午
救
荒
事
宣
」
粥
措
述

同
前
書
巻
四
六
「
奥
銭
仲
駅
」

同
前
書
巻
二
六
「
壬
午
春
擬
煮
粥
一
不
款
L

に、

一
、
煮
粥
之
期
、
十
二
月
初
一
日
起
、
正
月
三
十
日
止
。

一
、
煮
粥
之
地
、
東
門
外
在
大
勝
寺
、
西
在
西
林
蓄
、
南
在
三
官
堂
、
北
在
鶴
湖
書
院
。

一
、
煮
粥
之
時
、
毎
日
卯
辰
二
時
、
過
期
不
給
。
：
・

と
あ
る
。

同
前
書
巻
二
六
「
壬
午
救
荒
事
宜
」
埋
鵠
述
、
建
巧
房
議
、
収
棄
児
法

一
九
五
三
参
照
。

（日）
（貯）
（鴎）
（印）60 〔

附
記
〕

本
稿
脱
稿
後
に
、
川
勝
守
「
明
末
、
長
江
デ
ル
タ
社
会
と
荒
政
」
『
西
嶋
定
生
博
士
還
暦
記
念
東
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
国
家
と
農
民
』
山
川
出
版
社
、

一
九
八
四
、
が
発
表
さ
れ
、
大
い
に
啓
発
を
受
け
た
。
参
照
し
て
今
後
よ
り
一
層
論
究
を
深
め
た
い
。



付
表

嘉
輿
府
を
含
む
太
湖
付
近
に
お
け
る
主
な
自
然
災
害
年
表

（
嘉
は
嘉
輿
府
、
湖
は
湖
州
府
、
杭
は
杭
州
府
、
蘇
は
蘇
州
府
、
松
は
松
江
府
、
＠
は
大
災
害
を
示
す
。
）

明末、嘉輿府嘉害事県における救荒について

発

生

年

洪
武
八
（
一
三
七
五
）

九
（
一
三
七
六
）

永
楽
一
（
一
四
O
三）

＠
二
・
三
（
一
四
O
四
・
五
）

一
二
（
一
四
一
四
）

正
統
五
〈
一
四
四
O
）

九
（
一
四
四
四
）

一
一
（
一
四
四
六
）

＠
景
泰
五
（
一
四
五
四
）

＠

六

（

一

四

五

五

）

天
順
一
（
一
四
五
七
）

四
（
（
一
四
六
O
）

成
化
六
（
一
四
七
O
）

九
（
一
四
七
三
）

一
二
（
一
四
七
六
）

一
四
（
一
四
七
八
）

一
七
（
一
四
八
一
）

二
三
（
一
四
八
七
）

＠
弘
治
四
・
五
（
一
四
九
一
・
二
）

一
六
（
一
五
O
三）
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被

災

地

域

嘉
、
枕

嘉
、
湖
、
枕

嘉
、
枕
、
松

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇
、
松

嘉
、
湖
、
杭

嘉
、
湖

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇
、
松

嘉
、
湖
、
枕

嘉
、
湖
、
枕
、
蘇
、
松

嘉
、
枕
、
蘇

嘉
、
湖

嘉
、
湖
、
枕
、
蘇

嘉
、
湖

嘉
、
湖

湖
、
枕
、
蘇

嘉
、
杭
、
蘇

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇

嘉
、
杭
、
蘇

嘉
、
湖
、
枕
、
蘇
、
松

湖
、
蘇
、
杭

．水。害｜災
害
の
種
類

発

生

年

＠
正
徳
四
・
五
（
一
五
O
九・一

O
）

一
O

（
一
五
一
五
）

一
三
（
一
五
一
八
）

一
－
四
（
一
五
一
九
）

＠
嘉
靖
一
（
一
五
二
二
）

＠

二

（

一

五

二

三

）

八
（
一
五
二
九
）

一
三
（
一
五
三
四
）

一
六
（
一
五
三
七
）

一
八
・
一
九

（
一
五
三
九
・
四
O
）

＠
二
三
・
二
四
・
二
五

（
一
五
四
四
・
五
・
六
）

嘉
靖
二
七
（
一
五
四
八
）

二
八
（
一
五
四
九
）

三
八
（
一
五
五
九
）

四
O

（
一
五
六
二

四
三
（
一
五
六
四
）

隆
慶
三
（
一
五
六
九
）

万
暦
二
（
一
五
七
四
）

。,, ,, 。水早 b 水台 A害害’害風
よ
る
水
害

。,, ,, 皐 ι 水早 ι

害 q 害害 q

の
あ
と
水
害

被

災

地

域

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇
、
松

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇
、
松

嘉
、
湖
、
松

嘉
、
湖
、
蘇
、
松

嘉
、
湖
、
枕
、
蘇
、
松

裏
、
湖
、
杭
、
蘇

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇
、
松

嘉
、
湖
、
蘇

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇

嘉
、
湖
、
枕
、
蘇
、
松

嘉
、
蘇

嘉
、
湖

湖
、
蘇

嘉
、
湖
、
枕
、
蘇
、
松

嘉
、
杭

湖
、
杭
、
松

嘉
、
松

。喜｜災
害
の
種
類

砂言。喜警言言。
と のの
盤 ああ
害 とと

喜直

早
害

皐
室
同

水
害
早
害
水
害
,, 台
風
に
よ
る
水
害

台
風
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万
暦

二一一一一一一一一 ハー｜発
三四九七六五 三一 O九・ニ

七
三~ごとごとっこ二二二二二三二二｜生
六口五五五五五五口五五五五五
0 九九八八八七 八八八七七
五六一九八七八三二一八五i年

六 九 九

＠＠＠ 

被

災

地

域

嘉
、
杭
、
松

嘉
、
湖
、
枕

嘉
、
湖

嘉
、
湖
、
枕
、
松

嘉
、
湖
、
杭

嘉
、
湖

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇
、
松

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇
、
松

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇
、
松

嘉
、
湖
、
杭
、
松

嘉
、
湖
、
枕

嘉
、
湖
、
杭

嘉
、
湖
、
枕

災
害
の
種
類

台
風
水
害

台
風
早
害
水
害

発

生

年

①
万
暦
三
六
（
一
六

O
八）

①
天
啓
四
（
一
六
二
四
）

五
（
一
六
二
五
）

六
（
一
六
一
一
ム
ハ
）

崇
積
一
（
二
ハ
二
八
）

五
（
一
六
三
二
）

八
（
一
六
三
五
）

九
（
一
六
三
六
）

一
一
・
一
一
一
（
一
六
三
八
・
九
）

（
一
六
四

O
）

（
一
六
四
二

（
一
六
四
二
）

被
災
地
「
域

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇

嘉
、
湖
、
蘇
、
松

嘉
、
枕
、
蘇

嘉
、
湖
、
蘇
、
松

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇

湖
、
蘇

湖
、
蘇

湖
、
杭
、
蘇

嘉
、
湖
、
杭
、
蘇

嘉
、
湖
、
枕
、
蘇
、
松

嘉
、
湖
、
杭
、
松

災
害
の
種
類

水
害

早
害
台
風
台
風
に
よ
る
水
害

早
害
水
害
早
室
口
早
害
と
水
害

水
害
と
盤
害
と
阜
害

皐
室
口
と
盤
室
口

早
害
と
陸
害

早
害
と
水
害

早
害
水
害
早
害
の
あ
と
水
害

早
害
早

＠＠ 

五回三

出
典
一
康
照
事
典
府
志
（
二

O
年
刊
）
巻
二
祥
異
、
光
緒
嘉
輿
府
志
巻
三
五
祥
臭
、
同
治
湖
州
府
志
巻
四
四
祥
異
、
民
国
杭
州
府
志
巻
八
四
祥
異
三
、

康
照
蘇
州
府
志
巻
二
祥
異
二
、
康
照
松
江
府
志
巻
五
一
祥
異
。


